
 

世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例 

世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例（平成１３年１２月世田谷 

区条例第６８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第７号ア(ｳ)中「第５条第１７項」を「第５条第１８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


